
中央家畜衛生広報
福島県中央家畜保健衛生所
〒963-6311 石川郡玉川村大字岩法寺字新屋敷114-12
TEL 0247-57-6131 FAX   0247-57-6144
死亡牛搬入専用ＴＥＬ：090-5844-5300
E-mail  kaho.lhs08@pref.fukushima.lg.jp 令和３年１月号

国内で鳥インフルエンザの発生が続いています。令和３年１月
１５日時点で１５県３６事例が確認されています。
今年は、全国的に例年よりリスクが高い状態にあると言われて

います。引き続き、飼養衛生管理の遵守を徹底し、警戒に努めて
下さい。

鳥インフルエンザの警戒を続けてください！

今シーズンは、海外でも発生が相次ぐ非常事態と言われています。環境中に
は大量のウイルスが分布していると考え、対策を実施しましょう。
 農場へ出入りする際には必ず消毒（人、資材、車両など）
 農場周辺への消毒薬散布
 防鳥ネットや畜舎の壁の損傷は速やかに修理
 ネズミ等の野生動物対策 など……

（農水省HPより）
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定期報告書の提出をお願いします

ワクチン接種地域で豚熱が発生！

家畜伝染病予防法では、家畜の飼養者は毎年１回都道府県知事に家
畜の飼養頭羽数および飼養状況について報告する義務があります。
それぞれの期日までに、必要事項を記入の上、提出してください。

令和２年１２月、山形県および三重県の養豚場で豚熱の発生が確
認されました。この２県はすでにワクチンの初回接種完了地域です
が、ワクチン未接種、もしくはワクチンの効果が切れる時期の豚で
感染が起こったと考えられます。
ワクチン接種農場においても、豚熱が発生する可能性があります。

農場へのウイルス侵入防止のため、引き続き飼養衛生管理の徹底と
異常の早期通報をお願いします。

提出期限
①牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし： ４月15日まで
②鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥：6月15日まで

【提出先】
・中央家畜保健衛生所
石川郡玉川村大字岩法寺字新屋敷114-12

FAX   0247-57-6144
（表裏両面ありますので、FAXの場合はご注意ください）

・各市町村 畜産担当課
・各所属 畜産団体

→ワクチン効果の切れ目について
①子豚は、ある程度大きくなるまで母乳を通じて母豚から免疫を受け
継ぎます。この時期にワクチンを接種しても、母豚の免疫に排除され
るため、効果はありません。
②母豚から受け継ぐ免疫の量はだんだん減っていくため、適切な時期
（50～60日前後）にワクチンを接種するとワクチンの効果が出ます。
③しかし、個体ごとに適切なワクチン接種には差があります。ワクチ
ン接種の時期により、ウイルスに対する免疫を持っていない状態の子
豚がどうしても出てきてしまいます。

OK！ OK！

ワクチンによる免疫免疫がないかも…母豚からの免疫 ワ
ク
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